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第 6版序文

本書は、1998年 1 月に初版が発行されて以来、賃貸住宅紛争解決に役立つ

実務書として大変好評を博してきました。

その後、2000年 9 月、2004年 2 月、2006年10月、2012年 2 月にそれぞれ改

訂され、そのたびに、新法令や新判例を盛り込み、新しい問題にも対応しう

る内容となっており、実務に役立つ書としての役割を果たし続けておりま

す。

2012年の改訂から10年が経過し、その間、民法等の法令改正や判例の蓄積

もあったことから、今般、これらを踏まえた改訂を行いました。

本書は、仙台弁護士会消費者問題対策特別委員会の若手メンバーを中心に

多数の委員の精力的な活動により上梓したもので、委員の皆様に深く感謝を

申し上げるとともに、民事法研究会のご協力に改めて深く御礼を申し上げる

次第です。

本書が、今後も真に役立つ実務書として、読者の皆様に活用され、賃貸住

宅紛争が正しく解決されることを切に希望するものです。

　　令和 ５年 8月

仙台弁護士会会長　野 呂　 圭
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第 6版改訂にあたって

無事、第 6版を発刊することとなりました。第 ５版刊行から約11年、裁判

例も多数蓄積され、重要な法改正もあった（民法も改正された）ため、執筆

者（当委員会の若手の方々）の負担感は大きかったかもしれません。編集の

方々も苦労されていました。関係者の夢と情熱、好奇心と知識と知恵と勇気

と責任感、愛と真心で本書はできています。お読みいただければそれが垣間

見えるかもしれません。

私事ですが敷金返還請求訴訟の本人訴訟をしたことがあります。この本が

手元にあれば、もう少し気楽にできたかなと思いました（簡易裁判所の裁判

官から「訴状書くの、上手ですね」と褒められ、気恥ずかしかったことを覚えて

います）。

紛争は時に予期せず起こりますが、正しい知識があれば多くは予防できま

すし、解決方法も見えてきます。不安も減ることでしょう。この本を手に取

られる理由はさまざまでしょうけれども、そのどなたにとってもお役に立つ

ことを祈念しています。

　　令和 ５年 8月

仙台弁護士会消費者問題対策特別委員会委員長　畠 山　裕 太
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は し が き（初版）

仙台弁護士会サラ金問題処理委員会が消費者問題対策特別委員会へと名称

変更されたのが、昭和60年 ７ 月である。初代委員長・阿部泰雄先生をはじめ

とする諸先輩の委員が、日々発生する消費者問題に積極果敢に対応し、消費

者問題の予防と救済に重要な役割を担ってきた。そして、最近ではこうした

活発な活動に刺激されたかように、優秀な若手弁護士が次々と当委員会に志

願し、若さあふれる委員会活動が現在展開されている。

当委員会のこうした伝統や最近の活発な活動状況からして、そろそろ委員

会活動の成果をまとめ、他会の弁護士や消費者被害に悩む方々へ何らかの情

報を発信してみたいと考えていた矢先、たまたま当委員会が全国に先がけて

平成 9年 ３月に行った「賃貸借トラブル110番」に109件もの相談が寄せられ

たこともあり、この際、賃貸借に関する実務書を出版しようではないかとの

声が上がった。早速、鈴木裕美副委員長をキャップに委員が分担して原稿を

書き上げ、夏合宿等での度重なる議論を経て本書を発行する運びとなった。

賃貸借に関する実務書が少ない中で、本書が一定のインパクトを与えるもの

と確信する。また、本書を通じて多くの方々が「快適な住まいを享受でき

る」ようになることを願ってやみません。

　　平成10年 1 月

� 仙台弁護士会消費者問題対策特別委員会委員長　吉 岡　和 弘
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【Ｑ １】　未成年者との賃貸借契約

私（貸主）は、大学や専門学校近くで賃貸アパートを経営してい

ます。学生の借主が多く、今年も学生と契約しました。

ところが、最近、未成年者のした契約は取り消せること、成年年

齢が引き下げられたことを聞きました。契約を取り消されてしまう

と新しい人が見つかるまでの間、部屋が空いてしまうことになりま

す。

契約書には連帯保証人の欄があり、そこには通常父親の署名・押

印をもらっていますが、大丈夫でしょうか。

未成年者との間の賃貸借契約は、親権者等法定代理人の同意

を得ないで締結したときは、未成年者本人または法定代理人が

これを取り消すことができます。しかし、法定代理人が賃料を

支払った場合や連帯保証人になる等、賃貸借契約を認めるよう

な行為をした場合には、取り消すことはできません。ただし、

親権者である父母に連帯保証人になってもらう場合には、父母

の両方に署名・押印をもらうようにしてください。また、賃貸

人から法定代理人らに対し、取消しか追認かの回答を求めるこ

ともできます。

令和 ４年 ４月 １日から１8歳をもって成年となったことも留意

が必要です。

論　点
①　未成年者の取消権

②　取り消し得ない場合⑴──詐術

③　取り消し得ない場合⑵──法定追認

④　取り消し得ない場合⑶──取消権の時効

●問題事例●

結　論
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⑤　両親が連帯保証人になった場合の効力

⑥　令和 ４年 ４月 １日から１8歳をもって成年となったこと

１ 　未成年者の取消権

民法上、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理

人の同意を得なければなら」ず（民法 ５ 条 １ 項本文）、これに反する行為は

「取り消すこと」ができる（同条 ２ 項）とされています。令和 ４ 年 ４ 月 １ 日

から１8歳をもって成年となったことは下記 ６で述べます。

賃貸借契約は、法律行為に当たりますので、法定代理人の同意が必要で

す。法定代理人とは、未成年者の場合は親権者（民法8１8条・8１9条）・後見人

（同法838条）ですから、未成年者に父母がある場合は、通常は親権者である

父母の同意が必要ということになります。

この点、親権の行使は父母が共同して行う（民法8１8条 3 項本文）とされて

いますので、父母両方の同意を要するのが原則ですが、父母の一方が共同の

名義で未成年者の行為に同意を与え、それが他方の意思に反する場合であっ

ても、契約の相手方が、他方が反対していることを知っている場合でない限

り、同意の効力は妨げられないとされています（同法8２５条）。

契約を取り消すことができるのは、未成年者本人と法定代理人です。未成

年者本人による取消しの際は、法定代理人の同意は不要です。

２ 　取り消し得ない場合⑴──詐術

民法２１条は、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を

用いたときはその行為を取り消すことができないと定めています。つまり、

未成年者の場合は、自分が１8歳を超えている、あるいは親の同意があると信

じさせるような言動をとったために、契約の相手方がそれを信じて契約をし

た場合には、その契約を取り消すことができないということです。

３ 　取り消し得ない場合⑵──法定追認

仮に未成年者が法定代理人の同意がないままに契約してしまった場合で

も、法定代理人、あるいは本人が成年に達した場合に本人が、後からその契

約を有効なものとして認めた場合は、取り消すことはできなくなります。こ

解　説
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れを追認といいます（民法１２２条・１２４条）。

さらに民法は、追認の意思を表明しなくても法定代理人や成年に達した未

成年者本人が、次のような行為をした場合には追認したものとして扱うと定

めました。すなわち、①全部または一部の履行、②履行の請求、③更改、④

担保の供与、⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部また

は一部の譲渡、⑥強制執行をかけることです（同法１２５条）。

問題事例では、上記①に当たる行為として、法定代理人が賃料や敷金を支

払うことが考えられます。両親が連帯保証人になった場合については下記 ５

で述べます。

なお、未成年者がなした契約は取消しがあるまで効力は確定しません。こ

のような不確定な状態のままで契約が長期間存続すると相手方の地位が不安

定になるので、民法は契約の相手方に催告権を認めています。

すなわち、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者

になった後、その者に対し、 １カ月以上の期間を定めて、その期間内にその

取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をする

ことができます。期間内に確答が発せられないときには、その行為を追認し

たものとみなされます（民法２0条 １ 項）。

同様に、制限行為能力者が行為能力者とならない間でも、その法定代理人

等に対し、上記の催告をし、その期間内に確答が発せられないときも、その

行為を追認したものとみなされます（民法２0条 ２ 項）。

４ 　取り消し得ない場合⑶──取消権の時効

取り消すことができるという不確定な状態のままで契約が長期間存続する

と相手方の地位が不安定になるので、民法は、次の期間の満了によって取消

権が消滅すると定めました。各取消権者につき追認できる時から ５年と、一

律に法律行為の時から２0年です（同法１２６条）。

もっとも、問題事例のような場合に問題になりうるのは、追認をすること

ができる時から ５年のほうでしょう。具体的には、法定代理人の取消権は未

成年者の契約の時から ５年、未成年者本人の場合には成年に達してから ５年
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になります。

５ 　両親が連帯保証人になった場合の効力

まず、保証人は人的担保の供与と考えられますから、法定追認の上記 3④

担保の供与に該当します。

また、賃貸借契約の連帯保証人になったということは、その前提として賃

貸借契約を認めていると考えられますから、連帯保証人として名を連ねた書

面を相手方に渡せば、相手方への追認の意思表示があったものと解すること

が可能であると思われます。

ただし、未成年者の親権者に追認を兼ねて連帯保証人となってもらう場

合、上記 １ の民法8１8条の関係から、父母両方の署名・押印をもらう必要が

あるでしょう。

６ 　令和 ４年 ４月 １日から１8歳をもって成年となったこと

民法改正で令和 ４年 ４月 １日からは１8歳をもって成年となりました。賃貸

人としては従前より法定代理人の同意を必要とする場面は狭くなりますが、

大学生でも入学前に契約することが多いでしょうから、未成年者の契約か否

かを確認する必要があるでしょう。なお、現在は、学生との契約は避け父母

との契約としていることも多いようです。

１ 　賃借人側からの留意点

令和 ４ 年 ４ 月 １ 日から１8歳で成年となりましたので、子どもの立場

からは学生であっても親に相談せず契約可能となり、また、親の立場

からは子どもが学生であっても知らないうちに契約していたというこ

ともあり得ます。「契約ができること」と「実際の経済的負担・社会的

対応力」は異なるものですから、子ども単独の契約の可否等の検討・

配慮が必要でしょう。

２ 　賃貸人側からの留意点

未成年者との契約は取り消される可能性や実質的な賃料等の回収面

でも配慮を要するものです。また、令和 ４ 年 ４ 月 １ 日から１8歳で成年
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となっているとしても「契約ができること」と「実際の経済的負担・

社会的対応力」は異なるものですから、学生対象のアパート経営者と

しては親の関与を求めるなど事前の紛争防止対策も社会的責任の一つ

といえます。
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第 ６版あとがき

本書『賃貸住宅紛争の上手な対処法』初版が発行されたのは平成 ９年にな

ります。初版発行後、20有余年を経て、第 ６版を発行することができたのは

望外の喜びです。

第 ５ 版発行（平成24年）後、建物賃貸借契約をめぐる世情の変化として

は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が令和

３年10月に公表されたこと、新型コロナウィルス感染症の蔓延による生活様

式の変化などがあります。今回の改訂ではこれらの変化に対応するととも

に、生活困窮者向け住宅トラブルの設問を追加し、コラムを一新しました。

また、既存の設問についても最判令和 4・12・12を引用するなど、できる限

り最新の裁判例を紹介するように努めました。

今回の改訂では、仙台弁護士会消費者問題対策特別委員会所属の、主とし

て若手弁護士３8名が執筆を担当しました。今回は、前回同様部会制をとるこ

ととし、第 1部会の畠山裕太、第 2部会の大泉力也、第 ３部会の髙橋大輔を

各部会長としたうえ、編集チームとして部会長のほか、千葉晃平、渡部雄

介、宮腰英洋と私とで編成し、全執筆者間での議論検討を重ねてきました。

また、今回も宮城県宅地建物取引業協会（佐々木正勝会長）からも現場の実

情を報告いただくなど多大なご協力をいただきました。

このような編集方針の下、新しい裁判例や議論状況を反映し内容面の充実

化を図ってきましたが、他方、「生き生きとした対処法」をお伝えしたいと

の思いもあり、できるだけ執筆者の自由度を重視する編集方針としました。

用語の使用方法などは統一することとしましたが、設問ごとの表現ぶりに若

干のばらつきがあるかもしれませんが、上記の編集方針の結果ですのでご容

赦ください。

編集部会の作業の遅れにも、我慢強くお付き合いいただいた民事法研究会

の野間紗也奈さんには、あらためて感謝申し上げます。

本書がたくさん読者の支持を受け、さらに版を重ねることができれば幸い
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です。

　　令和 ５年 8月

　　　　　仙台弁護士会消費者問題対策特別委員会委員

「Q&A賃貸住宅紛争の上手な対処法」編集部会部会長　千 葉 達 朗
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【第 6版の編集・執筆担当者一覧】

（五十音順）

荒　圭一朗／石杜恵理／大泉力也／大竹顕治／太田伸二／大野雅彦／男澤　

拓／加瀨谷　拓／金井哲志／金子享平／草苅翔平／齋藤耕平／笹木基秀／

佐々木康晴／佐々木悠輔／佐藤由麻／佐藤靖祥／白戸祐丞／鈴木裕美／高島

梨香／髙橋大輔／滝沢　圭／武田衛昇／千葉晃平／千葉達朗／都築直哉／長

沼　拓／畠山裕太／林屋陽一郎／東田正平／東　忠宏／光安理絵／宮腰英洋

／宮　悠理／森田新司／山田いずみ／吉岡和弘／渡部雄介

●第 5版までの執筆者一覧●

（五十音順）
・阿 部 弘 樹　　　・伊 東 満 彦　　　・伊 藤 佑 紀　　　・井 上 順 子
・岩 渕 健 彦　　　・遠 藤 優 介　　　・及 川 貴 士　　　・及 川 雄 介
・逢坂由紀子　　　・大 泉 力 也　　　・大 橋 洋 介　　　・小 川 航 平
・奥　山　梢　　　・小野寺友宏　　　・小幡佳緒里　　　・小山田一彦
・亀田紳一郎　　　・鎌 田 健 司　　　・上　林　佑　　　・菅　野　修
・菅 野 淳 一　　　・木 坂 理 絵　　　・木　山　悠　　　・工 藤 清 史
・久保田恭章　　　・熊 谷 優 花　　　・小 池 達 哉　　　・小　関　眞
・後 藤 雄 大　　　・坂 野 智 憲　　　・酒 巻 智 洋　　　・佐々木雅康
・佐藤由紀子　　　・佐 藤 由 麻　　　・坂　本　仁　　　・篠 塚 功 照
・霜　越　優　　　・庄 司 智 弥　　　・鈴　木　覚　　　・鈴 木 裕 美
・須 藤 雅 人　　　・十　河　弘　　　・高 田 英 典　　　・高 橋 春 男
・高 橋 博 明　　　・高橋善由記　　　・千 葉 晃 平　　　・千 葉 達 朗
・鶴 見 聡 志　　　・土 井 浩 之　　　・中 田 孝 司　　　・中　谷　聡
・中 野 竜 河　　　・橋 本 治 子　　　・畠 山 裕 太　　　・花 島 伸 行
・濱田真一郎　　　・半　澤　力　　　・前 田 拓 馬　　　・松　井　恵
・松　尾　大　　　・松 下 明 夫　　　・松 澤 陽 明　　　・丸　山　孝
・丸 山 水 穂　　　・森 田 純 也　　　・門間久美子　　　・山田いずみ
・山 谷 澄 雄　　　・吉 岡 和 弘　（以上、執筆当時、仙台弁護士会所属）
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